
郡山市中小企業等応援プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇 用 維 持 支 援 補 助 金（雇用継続支援補助金） 

 国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた対象者に対し、対象期間に実施した休業の事業者負担分休業

手当の一部を補助します。 

事 業 内 容 

【対象期間】 

令和２年４月１日～令和４年９月 30日《改正:期間延長》 

【対 象 者】次に掲げる全ての項目を満たす者 

 〇中小企業基本法に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有する会社又は市内に住所を有する個

人（裏面Ｑ１及びＱ２参照） 

 〇雇用調整助成金等の支給決定を受けた者（雇用調整助成金等の助成率４/５の事業主） 

 〇市税等の滞納が無い者 

【補 助 額】次に掲げる計算式で算出した金額（教育訓練加算を除く）のうち、いずれか低い方の金額 

〇計算上の休業手当事業者支払額（国の助成単価額÷国の助成率×休業等延日数）×1/10 

〇計算上の休業手当事業者支払額―雇用調整助成金等支給額 

※１補助対象者当たり上限額 100 万円で、市外事業所分を含む場合は按分計算が必要です。 

※雇用調整助成金等の助成額単価の上限額（判定基礎期間の初日の日によって、次のとおりとなります。） 

  令和３年５月１日より前の日の場合 15,000 円、令和３年５月１日～令和３年 12 月 31 日の場合 13,500

円、令和４年１月１日～令和４年２月 28 日の場合 11,000 円、令和４年３月１日～令和４年９月 30 日

の場合 9,000 円。ただし、業況特例及び地域特例の場合 15,000 円（裏面Ｑ５参照） 

補 助 内 容 

【申請期限】当日消印有効 

雇用調整助成金等支給決定日の翌日から起算して３ヶ月以内又は令和５年３月 31日のいずれか早い日まで 

【申 請 書】申請書類は郡山市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 

 郡山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持支援補助金交付申請書（第１号様式） 

【添付書類】 

 〇雇用維持支援補助金算定書（第２号様式） 

  

〇他の自治体から休業手当に対し補助金を受けた場合、当該決定通知書の写し 

〇同意書兼誓約書（第３号様式） 

 〇雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し 

 〇雇用調整助成金等に係る提出書類の写し 

 〇振込口座が確認できるもの 

 ※申請内容に応じて、その他書類の追加提出をお願いする場合があります。 

※申請書及び同意書兼誓約書の氏名欄は、個人の場合で（法人の場合は代表者が）自署される場合は、押印不要

です。自署されない場合は、記名押印（法人の場合は丸判）をお願いします。 

【郵 送 先】 〒963-8601 郡山市雇用政策課 行（住所記載不要） 

申 請 方 法 

※『雇用調整助成金等申請支援補助金』と併せて

申請、又は以前に提出済の場合、省略可能。 

詳細については、郡山市公式ウェブサイトをご確認ください。 

 

 
問い合わせ先：郡山市 政策開発部 雇用政策課 

電話番号：024-924-2261（平日 8：30～17：15） 

🔍  郡山市  雇用維持支援補助金 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力ください。 

 



 

 

Ｑ１ 補助内容にある対象期間及び対象者はどのようなことか？ 

Ａ１ 国による雇用調整助成金等の特例措置期間の延長に伴い、対象期間を令和４年６月 30 日までから令

和４年９月 30 日まで延長し、対象者は国の原則的な措置による助成率４/５（中小企業）で支給決定

を受けた方となります。中小企業は下表の要件に該当する企業となります。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ 郡山市内に営業所等の事業所がありますが、本社は市外です。対象となりますか？ 

Ａ２ 対象者が会社の場合は本社の所在地が郡山市外でも対象です。個人の場合は事業主の住民登録が郡

山市の方のみが対象となります。ただし、郡山市に所在する事業所に勤務する従業員の休業を本補助

金の算定基礎としていますので、本市外に所在する事業所に勤務する従業員の休業分は対象外となり

ます。なお、雇用助成金等申請支援補助金の対象者とは範囲が異なりますのでご注意下さい。 

   上限額 100 万円の適用は、支店及び営業所ごとではなく、法人格及び個人事業者ごととなります。 

Ｑ３ 従業員数を証明する書類等が必要ですか？ 

Ａ３ 原則、不要です。ただし、審査の段階で疑義が生じた場合は、個別に確認をさせていただきます。そ

の際、人数を確認できる書類等をご提出いただく場合があります。 

Ｑ４ 補助金の申請時には、事業を営んでいましたが、現在は廃業しております。対象となりますか？ 

Ａ４ 本補助金を交付する時点で、法人が解散、個人事業主が廃業している場合は、本補助金の目的が達

成できなくなりますので、対象となりません。 

Ｑ５ 雇用調整助成金等は、業況特例、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置による地域特例により、

助成率 10/10 で支給決定を受けましたが、本補助金の交付は受けられますか？ 

Ａ５ 受けられません。本補助金の対象については、雇用調整助成金等の業況特例及び地域特例が、中小

企業の助成率４/５で支給決定を受けた場合となります。 

Ｑ６ 雇用調整助成金等に係る提出書類の写しは全部必要ですか？ 

Ａ６ 原則、雇用調整助成金等の「様式第〇号」（別表も含む）と記載されたものだけで結構です。ただし、

提出いただいた写しでは審査ができない場合は、別途ご連絡させていただきますので、その際は追加

提出にご協力をお願いします。 

Ｑ７ 教育研修加算は対象になりますか？ 

Ａ７ あくまで休業した従業員への休業手当が補助対象となりますので、教育研修加算は含めません。 

Ｑ８ 雇用調整助成金等の申請をしましたが、不支給となった場合は対象になりませんか？ 

Ａ８ 国の助成金が支給されなかった場合は対象となりません。本補助金の交付要綱において、「雇用調整

助成金又は緊急雇用安定助成金について、労働局長の支給決定を受けた者」を対象者とする旨規定さ

れています。 

 

※ その他の質問については、郡山市公式ウェブサイトに掲載している「雇用維持支援補助金Ｑ＆Ａ」 

をご覧下さい。 

区  分 資本金額又は出資総額 常時雇用する労働者数 

小売業(飲食店含む) ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

その他の業種 ３億円以下 ３００人以下 

主 な Ｑ ＆ Ａ 

  


